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当行にお届出いただいている在留期限が経過した 

外国人のお客さまとの取引の一部制限について 
 

 

十六フィナンシャルグループの十六銀行（以下「当行」といいます。）は、特殊詐欺な

どの犯罪防止の一助として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止の管理態

勢を強化しております。その一環として、当行に口座を開設されている外国人のお客さま

につきまして、窓口等にて在留資格・在留期間満了日を確認させていただいております。 

在留資格や在留期間満了日を更新された場合は、速やかに更新後の在留カードを最寄り

の店舗に届出をお願いします。 

在留カードをご提示いただけず、当行にお届出いただいた在留期間が経過した場合は、

犯罪収益移転防止法および預金規定に基づき、やむを得ず、お取引の一部を制限させてい

ただきますので、ご了承ください。 
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